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建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について

建設業法施行規則の一部を改正する省令（平成２０年１月３１日国土交通省令

第３号）が制定されるとともに、平成２０年１月３１日付け国土交通省告示第８

５号（以下「告示」という ）をもって建設業法（昭和２４年法律第１００号）。

第２７条の２３第３項の経営事項審査の項目及び基準の改正がなされたところで

ある。

建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの細目及び留意事項については別

紙により取り扱うこととしたので、貴職におかれては、事務処理に当たって遺漏

なきようお願いする。ただし、本通知による事務取扱いは平成２０年４月１日よ

り適用する。

なお、平成１０年１２月２４日付け建設省経建発第３５０号をもって通知した

「建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について」は平成２０

年３月３１日限り廃止する。



（別紙）

第一 許可関係事務の取扱い

一 建設業の許可申請の取扱い

建設業の譲渡に係る建設業の許可申請の取扱いについては、建設業の譲渡を行う者

（以下「譲渡人」という ）から建設業の譲渡を受ける者（以下「譲受人」という ）。 。

への建設業の移行の円滑化を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。

１ 許可申請の速やかな処理( )
建設業の譲渡に伴い譲受人から建設業の許可の申請があったときは、当該建設業

の譲受人への移行を円滑に進め、事業の空白をなるべく生じさせないという観点か

ら、可及的速やかに処理すること。

なお、建設業の譲渡に伴い譲渡人の建設業の許可を取り消す必要がある場合、譲

受人に対する同種の建設業の許可は、譲渡人の建設業の許可の取消し前においても

できるものであることに留意すること。

２ 事前打合わせの実施( )
１ の許可申請に係る審査を円滑に実施するため、建設業の譲渡により許可申請( )

が必要となると見込まれる場合には、なるべく早く申し出、事前打合わせを行うよ

う、建設業者（許可申請をすることとなる者を含む ）を指導すること。。

３ その他の留意事項( )
建設業の譲渡に当たり事業の内容に変更事項が多数ある場合には審査に相応の期

間が必要であり、 １ に掲げる取扱いは建設業の譲渡に伴う許可申請についての行政( )
手続法（平成５年法律第 号）第６条の標準処理期間をその他の許可申請に比べて88
短縮する趣旨ではないこと。

二 譲渡人が施工中の建設工事の取扱い

１ 注文者との事前協議( )
譲渡人が施工中の建設工事で譲渡がなされる日までに完成しないものの取扱いに

ついては、一般的には注文者と譲渡人の請負契約の中で処理されることとなる（公

共工事については公共工事標準請負契約約款第５条参照）ので、当該工事の取扱い

については、建設業の譲渡前から注文者と十分協議するよう関係建設業者を指導す

ること。

２ 建設業法第 条の３第１項の適用に当たっての留意事項( ) 29
建設業の譲渡に伴い譲渡人の建設業の許可が取り消された場合で、かつ、当該取

り消された建設業の許可業種に係る譲渡人の請負契約上の債権債務が包括的に譲受

人に引き継がれる場合には、当該建設業の許可業種に関する限り、譲受人を建設業

法（昭和 年法律第 号。以下「法」という ）第 条の３第１項に規定する24 100 29。

一般承継人に該当するものと解して差し支えなく、この場合、譲受人は、一 １ に掲( )
げる許可を受けるまでの間は、同項の規定により工事を施工することとなる。

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

一 譲渡後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日

１ 建設業の譲渡について、譲渡人の建設業に係る営業の全てを譲渡するいわゆる( )



全部譲渡の場合、営業所、従業員、のれん等の有形無形の財産（いわゆる積極財産

のほか消極財産も含む ）が、建設業の業種別又は地域別に一括して譲渡される場合。

等、譲渡人に対する企業評価の全部又は一部を譲受人に承継させるべきであると考

えられるときは、譲受人の経営事項審査の取扱いについて、可及的速やかに新たな

経営実態に即した客観的事項の評価を行うことを可能とするため、譲渡後最初の事

業年度終了の日を待たず、譲受人の経営事項審査を行うことができるものとする。

２ この場合、審査基準日は、次によるものとする。( )
① 譲受人が新たに設立される法人の場合は、譲受人の設立の日である設立登記日

② 譲受人が①以外の場合は、建設業の譲渡の契約上定められている譲渡の期日以

降であって、かつ、譲渡を受けたことにより新たな経営実態が備わっていると認

められる期日

３ その他以下の事項に留意すること。( )
① ２ の審査基準日に係る経営事項審査（以下「譲渡時経審」という ）を譲受人( ) 。

が申請する場合、譲渡人は、建設業の譲渡を行った後の新たな経営実態に即した

譲渡時経審を、譲受人と同時に申請しなければならないこと。

② 譲渡人又は譲受人（以下「譲渡人等」という ）が建設業の譲渡を行う直前の事。

（ 「 」 。）業年度終了の日を審査基準日とする経営事項審査 以下 譲渡直前経審 という

、 。を既に受けている場合に 譲渡時経審を譲渡人等に義務付けるものではないこと

したがって、譲渡人等が譲渡直前経審を受けているときは、譲渡時経審を受け

ない場合でも法第 条の 第１項違反にはならず、譲渡後最初の事業年度終了27 23
の日以降の経営事項審査において、譲渡後の新たな経営実態に即した評価がなさ

れるまでの間は、譲渡直前経審が有効であること。

③ 譲渡人等は、建設業の譲渡前に法第 条の 第１項違反とならない限り、譲27 23
、 。 、渡直前経審を受けずに 譲渡時経審のみを受ければ足りるものであること また

譲渡人等が譲渡後に経営事項審査を受けようとする場合には、譲渡直前経審では

なく、譲渡時経審を受けるよう指導すること。

④ 業種毎に時点の異なる評価が並存することは望ましくないことから、建設業の

譲渡後に譲渡人等から譲渡時経審の申請がある場合には、公共事業を請け負う可

能性のあるすべての業種につき審査を受けるものとし、特定の業種を選択して審

査を受けることのないよう指導すること。

⑤ 譲渡人等が譲渡直前経審及び譲渡時経審の両方を受けた場合においては、譲渡

時経審の通知に併せて譲渡直前経審に係る通知を撤回するには及ばないものであ

るが、再審査の場合（建設業法施行規則（昭和 年建設省令第 号）第 条）24 14 21
にならい、既に法第 条の29第３項の規定により譲渡直前経審の結果を通知した27
発注者に対しては譲渡時経審の結果を通知するとともに、以降同項の規定により

発注者の請求があった場合には譲渡時経審の結果を通知すること。

二 審査項目の細目

一 １ の譲渡人に対する企業評価の全部又は一部を譲受人に承継させるべきである( )
と考えられるときには、譲渡人及び譲受人に係る年間平均完成工事高、年間平均元請

、 、 、 、 、完成工事高 自己資本額 利払前税引前償却前利益の額 経営状況 研究開発費の額



営業年数、法令遵守の状況及び監査の受審状況の各審査項目については 「建設業者の、

合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について （平成20年３月10日国総建第」

309号）別紙第二、二 １ の吸収合併の場合における合併時経審の各審査項目の審査方( )
法の取扱いに準拠して算定する。

三 総合評定値請求書の記載方法

譲渡人及び譲受人の譲渡時経審及び建設業の譲渡後最初の事業年度終了の日以降初

めて受ける経営事項審査の申請については、建設業法施行規則様式第 号の11の総合25
評定値請求書様式中「備考（組織変更等 」欄に、譲受人が新たに設立される法人の場）

合は設立登記日、それ以外の場合は譲渡人が譲渡を行ったと認められる期日を記載す

るとともに、譲渡の旨を明記すること。

四 総合評定値通知書の取扱い

譲渡人及び譲受人の譲渡時経審及び建設業の譲渡後最初の事業年度終了の日以降初

めて受ける経営事項審査の申請については、発注者に対して譲渡に伴う特例的取扱い

による経営事項審査であること等を明らかにするため、建設業法施行規則別記様式第2

5号の12総合評定値通知書の「行政庁記入欄」の下に、譲受人が新たに設立される法人

の場合は設立登記日、それ以外の場合は譲渡人が譲渡を行ったと認められる期日を記

載するとともに、譲渡の旨を明記すること。


